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大郷町集合宿泊施設等指定管理者 公募型プロポーザル実施要項 

 

 

大郷町（以下「町」という。）では、地方自治法（昭和 ２２ 年法律第 ６７ 号）第 ２４４ 

条の２第３項の規定により、指定管理者が施設の管理に関する業務を実施することとし、大

郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１７年大郷町条例第３号）

第２条の規定に基づき、次のとおり指定管理者を募集します。 

 

設置の目的 

○都市住民にやすらぎと潤いを提供し、農業と農村に対する理解を深めるとともに、 

都市と農村の交流を図りながら、地場産業の振興、地域経済の活性化に寄与する。 

 ○施設の特徴や資源の強みを生かして交流人口を増加させ、経済的効果と雇用やビジ 

ネスの創出、地域活性化を図る。また、人口減少の緩和等課題解決のひとつとして 

県外や仙台市などからのテレワーカー、サテライトオフィス利用企業誘致による関

係人口創出により、定住人口の増加を図る。 

 

１ 施設の概要 

（１）名称   大郷町集合宿泊施設等 

（２）所在地  大郷町東成田字長松沢山２番地の２３  外 

（３）建物の概要 

①集合宿泊施設兼サテライトオフィス等（６３５㎡） 

②農産物直販施設兼交流施設（２０１㎡）・倉庫 

  ③研修室１・管理室・屋外トイレ（８９㎡） 

  ④研修室２（２９㎡） 

 ⑤コワーキングスペース（１４９㎡） 

  ⑥市民農園（１００㎡×２６区画）     東成田字長松沢山６番地の１ 

⑦やすらぎ市民農園（１００㎡×２４区画） 東成田字長松沢山６番地の１ 

  ⑧体験実習農園（３,５００㎡）       東成田字長松沢山６番地の１ 

   ⑨農園東屋（３）・トイレ（３）・農具庫・ビニールハウス 

  ⑩受水槽・給排水・浄化槽等の設備 

（４）付帯施設  駐車場 

敷地内の外溝及び植栽 

広告・案内看板 

その他付帯施設 

 （５）運営に必要なもの 

    現在使用している機器等の保守契約等は、契約変更または支払先変更手続きを行

い継続が必要なものがあります。 

  セキュリティ関連 

     Wi-Fi 設備 



     機器等保守 

     テレワーク施設予約システム 等 

 （６）休館日   １２月２９日から翌年１月３日までの日  

※町長の承認を得て変更可能 

 （７）設備概要   建築年月  平成１４年４月 

           構造    木造   

施設位置図参照（別紙１） 

   ※詳細図面は、申請者または申請を検討している方が閲覧することができま

す。また、図面の一部（写し）は配布可能です。閲覧または図面の写しを希

望される場合は、事前に電話連絡の上お越しください。   

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）施設の利用許可業務 

   ・貸館等利用計画の管理及び調整 

   ・利用申請書の受理、許可書の発行 

   ・利用料金の徴収 

   ・利用者への使用上の注意説明及び管理監督  等 

（２）施設の自主運営業務 

    指定管理者は、設置目的に合致し、一般利用者の利用を妨げず、十分な収支が見込

まれると認められるときは、自らの発案で販売・イベント・教室等の事業を行うこと

ができます（除外エリアあり）。 

（３）施設の運転管理等 

   ・敷地内外に存する全ての施設設備の運転、維持管理、保全を行うこと。また、必要

な法定点検等を行うこと。（施設周辺の刈払い作業、除雪等含む） 

  ・施設内外の清掃 

   ・消防設備点検 

   ・修繕業務 

   ・施設設備を運転管理するため必要とされる資格保有者の配置   

（４）その他 

   ・観光案内や道路案内及び問合せに対応できる知識の習得 

   ・備品台帳の整備と所在の確認 

   ・施設設備の大規模な修繕及び改修についての提案 

   ・施設の利用促進等時宜に応じた誘客宣伝活動 

   ・町への各種報告書類を含め、必要な統計基礎資料の作成 

    （詳細は、別添「管理運営業務仕様書（大郷町集合宿泊施設等）」を参照） 

 

３ 管理を行わせる期間（指定管理期間） 

年度協定書締結日から 令和 １３ 年３月 ３１ 日まで 

  ただし、施設の管理が適当でないと認めるときは、期間の途中においても指定を取り消



すことがあります。 

 

４ 管理に要する経費 

本施設は、「利用料金制」を採用します。指定管理者は、利用者が支払う利用料金によ

り得る売上げ、または自らが企画・実施する各事業の収入等を自らの収入とします。なお、

町から指定管理者へ指定管理料は支払いません。また、収入の減など、指定管理者の運営

に起因する不足額について、町は原則として補填しません。 

 

５ 物品の帰属 

施設等の現有備品については、指定管理者に無償貸与とし、良好な状態に管理していた

だきます。指定管理者が利用料金等の収入で購入した物品の所属は指定管理者の所有物

とします。 

 

６ 物件の修繕 

  １件１０万円以上の施設及び付帯設備、備品の修繕は、経年劣化及び自然災害に伴う場

合は町の負担としますが、指定管理者の責めに帰すべき事由で修繕が必要となった場合

は指定管理者の負担とします。  

 

７ 申請資格 

（１）申請資格 

法人格を有する団体（法人格を持たない団体及び個人での申請はできません。）  

（２）申請者の制限 

申請資格を有するものは、以下の要件をすべて満たす事業者とします。 

①日本国内に、本社又は営業所を有していること。 

②大郷町の行政をよく理解し、本町が仕様書に定める条件等を確保でき、管理運営に

あたって積極的に協力できる事業者であること。 

③資金計画及び事業計画が確実であり、指定管理者として事業を継続して行うこと

が確実に見込まれること。 

④地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者

に該当しないこと。 

⑤会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生手続き

開始の申立てをした者ではないこと。また、同条第２項の規定に基づく更生手続き

開始の申立てをされた民間企業等でないこと。 

⑥民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生手続

き開始の申立てをした者でないこと。また、同条第２項の規定に基づく再生手続

き開始の申立てをされた民間企業等でないこと。 

⑦国又は地方公共団体との契約に関して、公告の日から指定管理者指定申請書提出

期限までの間に、指名停止期間がないこと。 

⑧法人又はその代表者が、国税及び地方税を滞納していないこと。 



⑨事業者及びその代表者又は役員等が大郷町暴力団排除条例（平成２５年３月大郷

町条例第４号）第２条第１項第２号、第３号及び第４号のいずれにも該当しない

こと。 

（３）業務の再委託の制限 

すべての業務を一括して再委託することはできません。個別の業務の再委託には

町の承認が必要です。 

 

８ 申請者の選定に関する事項 

（１）基本的な選定基準 

①利用対象者の平等な利用が図られること及びサービスの向上が図られること 

②施設の効用を最大限に発揮するものであること 

③施設の適切な維持及び管理を図ることができること並びに管理に係る経費の縮減 

が図られること 

④施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること 

⑤その他、施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有していること 

※具体的な審査項目は募集要項 別紙２を参照 

（２）選定の方式 

指定管理者の募集及び選定は公募型プロポーザル方式を採用します。書類審査及

び申請者によるプレゼンテーション審査の二段階による選定とし、指定管理者の候

補者を１団体選定します。選定については、選定委員会により行います。 

①プレゼンテーション 

      プレゼンテーションは非公開とし、２０分以内で指定管理者指定申請書による説

明とその後２０分程度のヒアリングを行います。なお、出席者は３名以内とします。 

②指定管理者の候補者の選定 

指定管理者の候補者の選定にあたっては、提出された書類審査及びプレゼンテー

ション審査において、別添の評価基準に基づいて総合的に評価し、最適なものを指

定管理者の候補者として特定します。審査項目は別紙 2 のとおりです。 

   ③審査結果の通知 

指定管理者の候補者の選定後、速やかに申請者に文書（様式第１０号）で通知しま

す。なお、電話等による問い合わせには応じません。審査結果に対しての異議申し

立ては受け付けません。 

（３）大郷町議会の議決 

指定管理者の候補者を選定後、大郷町議会の議決を経て指定管理者として指定し

ます。 

（４）協定の締結 

指定の後、町と指定管理者は、業務の実施等に関し細目事項等について施設の管理

に関する協定書を締結します。 

 

９ 申請手続から指定までの流れ（スケジュール（予定）） 



①募集の周知（町掲示板、HP 等で公開）令和８年１月１９日～２月１０日 

②現地説明会の申込          令和８年１月３０日まで 

③現地説明会              令和８年２月 3 日 

④質問票の受付             令和８年１月１９日～２月５日 

⑤申請書類の受付           令和８年１月１９日～２月１０日 

⑥第１次審査（書類審査）       令和８年２月中旬から下旬 

⑦第２次審査（ヒアリング等）     令和８年 3 月 

⑧候補者の決定・公表・通知      令和８年４月 

⑨候補者との協議           令和８年４月から５月 

⑩指定管理者の指定          令和 8 年６月上旬（議会議決後） 

⑪指定管理者との協定締結       令和 8 年６月 

⑫指定管理者との年度協定締結     令和 8 年６月 

 

10 申請方法 

（１）提出書類 

申請しようとする者は、提出書類一覧表（様式第２号）にある書類を次により町長

に提出してください。 

①提出部数７部（原本１部、副本６部）※副本は複写可 

 ※町が必要と認める場合は、申請書及び添付書類の内容について説明や追加資

料を求めることがあります。 

②提出書類は、提出書類一覧表（様式第２号）の番号順に見出しを付け、Ａ４判縦型

のファイル（２穴）に綴込み、ファイルの表紙及び背表紙に申請者名を表示して提

出してください。なお、書類は、証明書等原本及び縮小することにより判読困難と

なるものを除きＡ４判とします。 

③提出書類への押印は、実印とします。 

④提出書類の写しを保存してください。 

⑤提出期間後の提出書類の変更及び差替えは認めません。ただし、町から追加・補正

を求められた場合を除きます。 

（２）実施要項等の交付 

   実施要項や提出書類の様式等は、大郷町のホームページからダウンロードできま

す。窓口で直接交付を希望される方は、事前に電話連絡の上お越しください。 

①交付期間：令和８年１月１９日～令和８年２月１０日 

 ただし、土・日曜日及び祝日を除く。 

   ②交付時間：午前９時～午後５時 

③交付場所：大郷町商工観光課商工観光係（電話０２２－３４１－２５７３）  

（３）現地説明会（予定） 

   施設見学を希望される方に現地説明会を行います。 

①日時：令和８年２月３日（火）午後２時から（１時間程度）予定 

②場所：大郷町集合宿泊施設等（パストラル「縁の郷」）  



※当日、午後２時までに現地駐車場にお集まりください。 

③申込方法：現地説明会への参加を希望する団体は、現地説明会参加申込書（様式第

７号）に必要事項を記入のうえ、大郷町商工観光課 商工観光係担当ま

で電子メール又は持参にて提出してください。 

④申込締切：令和８年１月３０日（金）午後 3 時まで。 

⑤その他：参加者数は１団体、３名以内とします。 

申込みがない場合は、説明会を開催しません。 

（４）質問の受付及び回答 

①申請に関する質問は、質問票（様式第８号）に記入し、令和８年２月５日（木）ま

で大郷町商工観光課商工観光係あて電子メールまたは FAX で提出してください。

（口頭での質問は受け付けません。） 

②回答は、令和８年２月１０日（火）までに、質問者の団体名等を伏せて、大郷町ホ

ームページに掲載します。 

（５）申請書類受付期間、場所 

①受付期間：令和８年１月１９日（月）～令和８年２ 月１０日（火） 

ただし、土・日曜日及び祝日を除く。 

   ②受付時間：午前９時～午後５時 

③受付場所：大郷町商工観光課商工観光係  

（６）提出方法 

大郷町商工観光課商工観光係へ事前に電話連絡の上、窓口へ直接持参してくださ

い。（郵送による提出は認めません。） 

（７）提出にあたっての留意点 

①申請に要する経費は、全て申請者の負担とします。 

②町が提供した資料等は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。ま

た、この検討目的の範囲内であっても、町の承諾を得ることなく、第三者に対し、

これを使用させ、又は内容を提示することを禁じます。 

③申請者が提出書類に虚偽を記載した場合や審査の公平性を害する行為があった場

合、審議に反する行為等があった場合は失格となります。 

④申請者から提出された書類は返却しません。 

⑤申請者から提出された書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、指定管理者の

決定の公表等必要な場合は、申請書類の内容を無償で利用できるものとします。大

郷町個人情報保護法施行条例（令和５年大郷町条例２号）の規定に基づき非公開と

すべき部分を除き、公開されることがあります。 

    

11 協定に関する事項 

（１）基本的な考え方 

町議会の議決を経て、候補者を指定管理者として指定するとともに、町は指定管理

者と細目的事項について協議し、協定を締結します。 

（２）主な協定内容（予定） 



①総則 

②本業務の範囲と実施条件 

③本業務の実施 

④備品の取扱い 

⑤業務実施に係る指定管理者の確認事項 

⑥指定管理料及び利用料金 

⑦損害賠償及び不可抗力 

⑧指定期間の満了 

⑨指定期間満了以前の指定の取り消し 

⑩その他 

 

12 法令等の遵守 

業務を遂行するにあたっては、次の法令等を遵守してください。 

（１）主な法令等 

①地方自治法、同施行令 

②大郷町集合宿泊施設等の設置及び管理に関する条例、同施行規則 

③大郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、同施行規則 

④大郷町個人情報保護法施行条例、同施行規則 

⑤大郷町情報公開条例、同施行規則 

⑥その他、旅館業法等の業務履行に必要な法令等 

（２）その他関連法規、その他、業務実施に必要な許可申請及び届出は町と事前に協議の

うえ行っていただきます。 

 

13 申請及び候補の辞退 

  申請者及び候補者が申請及び候補を辞退する場合は、辞退届（様式第９号）を提出して

ください。 

   

14 申請・照会等窓口 

大郷町商工観光課商工観光係 

住所  〒９８１－３５９２ 黒川郡大郷町粕川字西長崎５番地の８  

電話  ０２２-３４１-２５７３ 

FAX   ０２２-３５９-３２８７ 

E-mail  syokou@town.miyagi-osato.lg.jp 

mailto:syokou@town.miyagi-osato.lg.jp

